
​（教育・保育給付　２・３号認定用）​

​世帯状況届の提出について​

​ご提出いただく「​​世帯状況届​​」は、お子さまが認可保育所等を継続して利用するために、毎年提出が必要と​

​なる大切な書類です。裏面記載例をご確認のうえ、必ず提出期限までにご提出いただきますようお願いしま​

​す。また、本紙に記載していること以外にご不明な点がある場合は、以下のホームページもご参照ください。​

​１　提出方法​

​教育・保育給付認定に関する世帯状況届は札幌市から依頼しているものであり、原則、施設経由でお渡し​

​しています。提出方法は、以下のとおりです。​

​※1　札幌市外の施設を利用している方には、郵送でご自宅あてに送付しております。​

​※2　同封の提出用封筒に住所・保護者氏名・児童氏名・入所施設を必ず記載してください。​

​お住いの区に届出している世帯状況から変更がある場合は、世帯状況届に記載された提出先ではなく、お​

​住まいの区の健康・子ども課　子ども家庭福祉（担当）係へ提出が必要となります。​

​　提出いただいた世帯状況届等は、札幌市（札幌市子ども・子育て支援事務センター）で審査します。期限​

​までに提出いただいていない場合や、提出いただいた書類の内容で確認したいことがある場合は札幌市子ど​

​も・子育て支援事務センター（発信番号：011-600-0424、011-211-2626）よりご連絡や、SMS（ショートメッ​

​セージ）を発信することがありますので、あらかじめご了承ください。​

​２　提出先・提出書類​

​＜お住まいの区に届出している世帯状況​
​※​
​に変更がない場合＞​

​提出先​
​世帯状況届に記載の提出先​

​（利用施設または、札幌市子ども・子育て支援事務センター）​

​提出書類​ ​世帯状況届、保育の必要性を確認するための書類​

​＜お住まいの区に届出している世帯状況​
​※​
​から変更がある場合＞​

​追加で給付認定等変更申請書兼変更届出書の提出が必要です。​

​提出先​

​お住まいの区の健康・子ども課子ども家庭福祉(担当）係へ直接提出​​（郵送による提出​

​も可能です）。​

​利用施設には区役所に提出する旨をお伝えください。​

​提出書類​

​給付認定等変更申請書兼変更届出書、世帯状況届、保育の必要性を確認するための書類​

​※​​「給付認定等変更申請書兼変更届出書」の様式は、利用中の施設（市内に限る）や、​

​さっぽろ子育て情報サイトからダウンロード、または上記提出先から入手してくださ​

​い。​

​※​ ​保育の必要性（例：退職した場合や求職活動を行っていたが、仕事が決まった場合等）、保育の必​

​要量の変更（例：就労時間が月120時間未満から月120時間以上になった（120時間以上から120時間​

​未満になった）場合など）、世帯構成（例：祖父母と同居を開始した場合）等の世帯状況​

​STEP1​ ​世​​帯​​状​​況​​届​​が​​入っ​​た​​封​​筒​​を​

​受け取る（※1）​

​STEP2​ ​世​​帯​​状​​況​​届​​の​​記​​入、​​必​​要​​書​

​類の入手​

​STEP3​ ​世​​帯​​状​​況​​届​​＋​​必​​要​​書​​類​​を​​提​

​出先に提出​

​利用している施設経由また​

​は郵送にて受け取る。​

​記入した世帯状況届と就労​

​証明書等の必要書類を併せ​

​て提出用封筒に封かんする​

​（※2）。​

​提出先は「２　提出先・提​

​出書類」をご確認くださ​

​い。​


